
全国労働者共済生活協同組合（全労済）御中 

マイナンバー（個人番号）の取り扱いに関する質問と要請 
                   共通番号・カードの廃止を目指す市民連絡会 
 私たちは、共通番号の持つ問題点・危険性を明らかにし、その廃止を目指す、市民・議

員・弁護士・医療福祉団体・労働組合などで結成された緩やかなネットワークです。 
 この間、全労済加入の組合員や推進団体（労働組合）から下記のような相談が寄せられ

ました。最近全労済に関する相談事例が多くなっている実態を踏まえ、その取扱いに関す

る質問への回答をお願いするものです。 
 
事例 ある労働組合員加入者（兄弟以外に他に身寄りのない組合員）の死亡 

相続人の兄弟が、保険請求の手続きをしたところマイナンバーの提供を要請され、

提供がされない場合、保険金が支払われないと言われた。 
   死亡した共済加入者（単身者）と受取人（兄弟）の双方の個人番号が必須とのこと

で、訝しくは感じたものの、共済金が支払われないではと番号を提供した。 
事例 他の民間保険会社の場合 マイナンバーの提供を求められたが、「保険会社側は、番

号法に基づき、提供を求める義務はあるものの加入者側には義務規定はないのでは

ないか」と申し上げたところ、遺産分割協議書、戸籍謄本等の必要書類の提出のみ

で保険金は支払われた。 
 
質問事項 
1、労働者福祉運動として「万人は一人のために」と始まった全労済です。労働組合として 

推進委員を引き受け、互助会、親睦会として労働者の福祉活動に携わる組合も多くあり

ます。福祉活動に寄与していただいたと認識しています。全労済の事業理念について説

明をお願いします。 
2、全労済の番号制度に対する評価を説明してください。 
3、事例をどのように評価しますか。保険請求側には義務規定がないと、私たちは考えます

が全労済はどのように考えますか。 
4、インターネットでの、全労済のマイナンバーの説明欄では、 
  設問 申告は拒否できるのか。 

回答 求められて拒否することはできません。もちろん拒否すること自体は本人の自由

ですが、その場合共済金の支払を受けることができないなどの不利益を被ってし

まう恐れがあります。共済から税務署に支払調書を提出するとき***中略***記載

が義務付けされています。そのため共済としてもマイナンバーの申告をしない方

に対しては支払いをしないのではないでしょうか。 
と解説しています。法解釈としてこの解説は正しいのでしょうか。また番号法のどこに



そのような規定があるのでしょうか。所得税法や国税通則法のどこにそのような規定が

あるのでしょうか、御所見をお聞かせいただきたい。 
5、マイナンバー制度が始まる前から、共済契約をし、毎月の保険金を支払っている加入者

は大変多くいます。マイナンバーの未申告が共済金支払い拒否の理由になるなら、支払

った加入者の財産の侵害に、または契約違反に相当するのではないかと考えますが、全

労済の所見をお聞かせ願いたい。 
6、番号カードの普及が進んでいません。全国平均１０％程度の申請率です。国民の中に国

民管理の手段として使われるのではないか。番号が漏えいするのではないかとの不安が

多く聞かれますが、このカード申請率について全労済はどのように考えますか。 
7、金融監督庁が昨年２月２４日付けで、「柔軟な対応を」要請する通知を全銀恊に出しま

した。一律に手続きを拒否することは「顧客の利便性や、正確な顧客情報の把握の観点

から望ましくない場合もある」と指摘しています。この通知をどのように評価しますか。 
8、既にＮＩＳＡの契約者の非課税枠は、マイナンバー未提供者については２０１７年９月

に非課税枠の期限切れを迎えました。500 万口座が失効かと日経新聞は伝えています。 
マイナンバー申告は、野村證券では５割、大和証券では２割しか集まっておらず、証券

会社も申請の緩和を要請した。本番の株式の特定口座は 2300 万口座があり、頭の痛い

ところと報じています。対岸の火事か否か、全労済の御所見をお伺いしたい。 
９、情報連携の本格作動を前に、各自治体がセキュリティ対策を強化したところ、302 自治

体で機能不全に陥った。（２０１８年１月９日共同通信）と報じています。住民税特別

徴収通知書への番号記載でも多くの誤配達、番号漏洩事案が発生し、経済団体等から

も批判されて、今年度の番号記載は中止する通知を１月１５日付けで出したのです。

総務省５連敗の事態です。 
   このようにマイナンバー制度の根幹にかかわる事案の次から次への発生に、ますま

す国民の信頼は遠のいています。 
   全労済も労働者の共済、万人は一人の為の精神に立ち返り、国民監視のツール、漏

えいの危険性が指摘されるマイナンバー制度で、少なくとも番号法の規定にもない強

制的な番号収集は中止されるよう要請いたします。自らのホームページ等で、全労済

側からは番号提供の依頼は行うが、加入者側には義務規定はありませんと発表してい

ただきたいと思います。 


